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答申第１３６号

答 申

第１ 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書等の開示請求

異議申立人は、平成２３年５月１０日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下「条例」という。）の規定に基づき、奈良県知事（以下「実施

機関」という。）に対し、「大和郡山広陵線における年度別用地買収金額」の開示請

求（以下「本件開示請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定等

平成２３年５月２４日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書及び公文書

として、郡山土木事務所で保管している県道大和郡山広陵線に係る土地取得台帳を特

定した上で、以下のとおり決定及び回答を行った。

（１）昭和３７年度分から平成７年度分までに係る土地取得台帳については、任意開示

することとした旨の回答を行った。

（２）平成８年度分から平成１２年度分までに係る土地取得台帳については、次のア開

示しない部分（以下「本件不開示情報」という。）を除いて開示する旨の公文書の

一部開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、イ開示しない理由を付して、

異議申立人に通知した。

ア 開示しない部分

(ｱ) 借地権設定がある土地についての借地権に係る補償額

(ｲ) 借地権設定がある土地に係る補償額

イ 開示しない理由

条例による改正前の奈良県情報公開条例（平成８年３月奈良県条例第２８号。

以下「旧条例」という。）第１０条第２号に該当

個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため

（３）平成１３年度分から平成２２年度分までに係る土地取得台帳については、次のア

開示しない部分を除いて開示する旨の行政文書の一部開示決定を行い、イ開示しな

い理由を付して、異議申立人に通知した。

ア 開示しない部分

(ｱ) 永小作権設定がある土地についての永小作権に係る補償額

(ｲ) 永小作権設定がある土地に係る補償額
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(ｳ) 永小作権の割合

イ 開示しない理由

条例第７条第２号に該当

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため

３ 異議申立て

異議申立人は、平成２３年６月１４日、本件決定を不服として、行政不服審査法（

昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、実施機関に対し、本件決定の取

消しを求める異議申立てを行った。

４ 諮 問

平成２３年７月１日、実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報公開

審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該異議申立てに係る諮問を行った。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

平成２３年５月２４日付け郡土第１１９号による県道大和郡山広陵線に係る土地取

得台帳の一部開示決定処分の取消しを求めます。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書及び意見書において主張している異議申立ての理由は、

おおむね次のとおりである。

借地権に係る補償額及び借地権設定がある土地に係る補償額も公費の支出であるた

め開示すべきである。

一般人であれば、おおよその見当をつけることができ開示できるとしているが、借

地権設定のある土地も同様と思います。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が、理由説明書等において説明している本件決定の理由は、おおむね次の

とおりである。

１ 本件公文書について

実施機関は、本件決定の対象文書として、「郡山土木事務所で保管している県道大

和郡山広陵線に係る土地取得台帳（平成８年度分から平成１２年度分まで）」（以下

「本件公文書」という。）を特定した。

本件公文書は、用地事務処理要領（昭和４９年４月１日制定）第５６条により、用

地取得に関する事務を記録するため備え付けることとされたものである。
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２ 不開示の理由

土地の買収価格は、旧条例第１０条第２号の「個人に関する情報（事業を営む個人

の当該事業に関するものを除く。）であって、特定の個人が識別され、又は識別され

うるもの」に該当するが、地価公示法第６条の規定による公示価格や近傍類地の取引

価格等に基づき算定され、一般人であればおおよその見当をつけることができるもの

ということができ、同号ただし書イの「公表することを目的として実施機関が作成し、

又は取得した情報」に該当する。

実施機関では、公共事業に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償

については「奈良県の公共用地の取得に伴う損失補償基準」（平成１１年４月１日施

行。以下「奈良県基準」という。）を定めている。奈良県基準では、本件不開示情報

に係る借地権の補償額の算定については、正常な取引価格をもって補償するものとさ

れ、借地権に係る正常な取引価格は、近傍類地に係る借地権の取引価格を基準とする

が、その価格は借地権の内容により大いに異なるものであるので、当該借地権の目的

となっている土地の価格及び当該借地権に係る借地料、権利金、権利の存続期間その

他の契約内容、収益性、使用の態様等を総合的に比較考量して算定するものとされて

いる。

しかし、上記の算定に当たっての具体的取扱いについては明示しておらず、実務上

は、公共用地の取得は話し合いによる任意取得を前提とすることから、起業者におい

て、当該地周辺の借地権の取引事例、借地権者の立退き料、土地所有者による借地権

の買戻し状況等を調査し、当該地周辺の一般的、標準的な借地権割合を関係者に示し、

主として土地所有者と借地権者との間で契約の経緯、契約の内容によりその割合を協

議し、両当事者間で協議により決められた割合をもって借地権割合としている。した

がって、借地権に係る補償額は、一般人ではおおよその見当をつけることができるも

のとはいえず、同号ただし書イには該当しない。また、同号ただし書ア及びウに該当

しないことは明らかである。

そこで、借地権設定がある土地についての借地権に係る補償額及び借地権設定があ

る土地に係る補償額は旧条例第１０条第２号に該当する。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

旧条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民

の県政への参加を促進し、もって公正で開かれた県民本意の県政を一層推進すること

を目的として制定されたものであり、その解釈・運用に当たっては、県民の公文書開

示請求権を十分尊重する見地から行わなければならない。

しかし、この公文書開示請求権も絶対的で無制限な権利ではなく、個人、法人等の

権利利益や、公共の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示しない

ことに合理的な理由がある情報を不開示情報として、旧条例第１０条に規定している。

これらの条例上不開示とされている情報については、条文の趣旨に添って客観的に判



- 4 -

断する必要がある。

したがって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件公文書が、不開示情報を

規定する旧条例第１０条各号に該当するかどうかを、その文理及び趣旨に従って判断

するとともに、本件事案の内容に即し、個別、具体的に判断することとする。

２ 本件公文書について

本件公文書は、用地事務処理要領第５６条の規定により、用地取得に関する事務を

記録するため備え付けることとされている平成８年度から平成１２年度までの県道大

和郡山広陵線に係る土地取得台帳である。

本件土地取得台帳には、実施機関が所得した土地ごとにその所在、現況地目、面積、

単価、取得金額、所有者の住所氏名、契約締結年月日等が記載されている。また、借

地権設定がある土地については、借地権者の住所氏名及び借地権に係る補償額が記載

されている。

３ 旧条例第１０条第２号該当性について

旧条例第１０条第２号本文は、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別さ

れ、又は識別され得るもの」を原則として不開示情報とする旨規定している。すなわ

ち、本号にいう「個人に関する情報」とは、氏名、生年月日のほか、思想、信条、学

歴、収入、資産、家族関係等個人に関する一切の情報をいうものである。

同号ただし書は、同号本文に該当する情報であっても、「ア 法令等の規定により

何人でも閲覧することができる情報」、「イ 公表することを目的として実施機関が

作成し、又は取得した情報」、「ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に

実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると

認められるもの」のいずれかに該当する情報については、同号の不開示情報から除外

することとしている。

実施機関は、本件不開示情報については、旧条例第１０条第２号に該当するとして

いるので、以下検討する。

実施機関が公共事業に必要な土地を取得する場合、当該土地の取引価格は地価公示

法第６条の規定による公示価格や近傍類地の取引価格等に基づき算定され、当該価格

は、当該土地の客観的性状から推認し得る一定の範囲内の価格であることから、一般

人であればおおよその見当をつけることができるので、借地権設定のある土地につい

ても買収金額の総額については、既に単価及び面積は開示されている。しかし、実施

機関の説明によると、土地所有者と借地権者間の買収金額の総額の案分については、

実務上、当事者間の協議により決定することとしていることから、一般人ではおおよ

その見当をつけることができるものとはいえないとのことである。

そうすると、本件不開示情報は、個人の財産の状況に関する情報であることから、

個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報であり、旧条例第１０条第

２号本文に掲げる情報に該当する。また、一般人ではおおよその見当をつけることが

できるものとはいえないことから、「公表することを目的として実施機関が作成し、

又は取得した情報」ではないので同号ただし書イに該当しない。さらに、「法令等の
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規定により何人でも閲覧することができる情報」及び「法令等の規定による許可、免

許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公

益上必要であると認められるもの」ではないことから、同号ただし書ア及びウのいず

れにも該当しない情報である。

したがって、本件不開示情報については、旧条例第１０条第２号の不開示情報に該

当する。

４ 結 論

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。
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（別 紙）

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成２３年 ７月 １日 ・ 実施機関から諮問を受けた。

平成２３年 ８月 ８日 ・ 実施機関から理由説明書の提出を受けた。

平成２３年 ８月３０日 ・ 異議申立人から意見書の提出を受けた。

平成２３年１２月１３日 ・ 事案の審議を行った。

（第１５０回審査会） ・ 事案の併合を行った。

平成２４年 １月３１日 ・ 事案の審議を行った。

（第１５１回審査会）

平成２４年 ３月１６日 ・ 実施機関から不開示理由等を聴取した。

（第１５２回審査会） ・ 事案の審議を行った。

平成２４年 ５月１５日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第１５３回審査会）

平成２４年 ５月２５日 ・ 実施機関に対して答申を行った。
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